
	・提出された意見書は、個人情報を伏せてその写しを横浜市長から都市計画決定権者に送付します。
・意見書に対する見解は都市計画決定権者が作成し、準備書意見見解書に記載します(個別の回答は行いません)。準備書意見見解書の縦覧期間は、横浜市環境アセスメントのＷＥＢページ等でお知らせします。


意見書
令和　　年　　月　　日
	（提出先）横浜市長
	
（提出者）
	郵便番号
住所
	

	
	
	
氏名 (（ふりがな）)
	

	
	
	電話番号
	

	

	１　意見書は、環境保全の見地から意見を有する方であれば、どなたでも提出することができます。
２　意見は、項目ごとに、なるべく簡潔に記載してください。
３　意見書が複数枚にわたる場合は、通し番号を記載し、離れてしまわないように配慮してください。
４　この用紙以外の用紙で提出する際は、提出者の住所、氏名及び電話番号並びに対象事業の名称を記載してください。
５　提出期限　令和８年３月２日（月）（郵送の場合、当日消印有効）
６　提出先、お問合せ　電話　045-671-2495
（郵送の場合）〒231-0005　横浜市中区本町６丁目50番地の10　横浜市みどり環境局環境影響評価課
（持参される場合）　横浜市庁舎27階　環境影響評価課（横浜市中区本町６丁目50番地の10）
７　インターネットでも提出できます。　下記ホームページからも提出ができます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/hozentorikumi/assessment/asesu.html　または「横浜市環境アセスメント」で検索
　　なお、Eメールによる受付は行っておりません。詳しくは上記ホームページをご覧ください。

	

	横浜市環境影響評価条例第20条第１項の規定に基づき、次のとおり環境保全の見地から意見を述べます。

	対象事業の名称
	（仮称）深谷通信所跡地公園整備事業及び（仮称）深谷通信所跡地墓園整備事業

	

	準備書についての環境保全の見地からの意見

	



